
大規模スポーツ大会開催支援事業実施要綱 

 

（目的)  

第１条 この要綱は、大阪府（以下「府」という。）が、大阪への大規模スポーツ大会の誘致・開催を促進する

ために行う、大規模スポーツ大会開催支援事業（以下「支援事業」という。）について、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

(用語の定義)  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。  

(1)「支援大会」とは、支援事業において支援する大規模スポーツ大会で、府と共催するものをいう。 

(2)「公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体」とは、公益財団法人日本オリンピック委員

会加盟団体規程第２条に規定する要件を全て満たし、公益財団法人日本オリンピック委員会により加

盟団体として認められたものをいう。 

(3)「公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体」とは、公益財団法人日本スポーツ協会加盟団

体規程第２条第１号、第３条及び第４条に定める団体をいう。 

(4)「公益財団法人日本パラスポーツ協会の加盟競技団体」とは、公益財団法人日本パラスポーツ協会

定款第５条第１項第１号に定める団体をいう。 

(５)「各団体」とは、公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体、公益財団法人日本スポーツ

協会の加盟競技団体及び公益財団法人日本パラスポーツ協会の加盟競技団体等、国内統括競技

団体をいう。 

 

(支援事業の対象となる大会)  

第３条 支援事業の対象となる大規模スポーツ大会は、次の全ての要件を満たすことを基本とし、国内外か

ら多くの観客・選手が集まり、大阪のスポーツ振興及びスポーツツーリズムの推進、都市ブランドの確立

等が期待されるものとする。  

    (ア)開催地が大阪府内であること。  

    (イ)国際競技連盟など各競技を統括する国際団体（アジア競技連盟等の地域の統括団体を含む。）

が主催又は公認等すること。  

    (ウ)各団体が主催又は主管等すること。  

    (エ)観客数 15,000人以上かつ参加国数 10か国以上が見込まれること。  

 (オ)テレビ放映（地上波、衛星）等により、強力に大阪の都市魅力の発信が見込まれること。 

    (カ)支援大会の開催を通じて、大阪府スポーツ推進計画における基本理念として掲げた３つの視点

「する」「みる」「ささえる」各々の活動の促進につながるよう、府と連携したスポーツ振興事業を実

施すること。具体例として、アスリートとの交流や競技体験、親子観戦招待や学校単位での観戦企

画、ボランティアの参加等。  

    (キ)大会の開催にあたって、広報配布物や会場装飾等に、府の名義を表示すること（府の名義の素材

は府が提供する）。また、大会を通じて府の魅力を発信する取組として、動画や広告の掲出、支援

大会に係る写真や動画など素材の提供、取材等、府からの協力依頼に対し、特段の支障がある場

合を除き応じること。  

    (ク)支援決定年度中に大会が開催されること。 

 

(支援事業の対象団体）  

第４条 支援事業の対象となる団体は、支援大会を開催する次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

(1)各団体  

(2)大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人（大会組織委員会等） 



２ 前項にかかわらず、次の各号に該当する団体は、この要綱に基づく支援事業の対象団体としない。  

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規

定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年

大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者 

 (2)法人にあっては罰金の刑、個人にあっては拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその

執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者 

 (3)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五

十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受

け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者 

  (4)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの 

  (5)所属する国際競技連盟が国際大会への参加資格を停止されているなど、関係機関から何らかの処

分を受けている、若しくは団体やその体制などに何らかの疑義が生じているもの  

 

 (支援内容)  

第５条 経費の支援額は、予算の範囲内において決定する。 

２ 支援対象経費は、大会の開催に係る会場関係費（会場借上費、会場設営費及び機材費）、警備・安全対

策費（感染症対策費を含む。）、競技運営費、広報宣伝費及びその他知事が大会開催のため必要と認め

る経費とする。ただし、使途が明示された補助金その他の収入に相当する額を含まないものとする。 

３ 府名義の使用、府広報媒体による支援大会ＰＲ及びその他の支援が必要な場合は、都度、府と協議する

ものとする。 

４ 第１項に定める経費の支援は、第９条第１項の協定に基づく分担金とする。  

 

（事業計画書等の提出） 

第６条 府の支援を受けようとする団体は、大規模スポーツ大会開催支援事業計画書等（様式第１号）を知

事に提出しなければならない。 

２ 前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）スポーツ庁が策定したスポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について、当該ガバナンスコード＜

中央競技団体向け＞に係るセルフチェックリスト（ただし、申請者が第４条第１項第２号に掲げる法人

で、予選大会を含む参加国数が 30か国以上又は開催事業費が２億５千万円以上の国際競技大会

については、同庁が公表している「大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス

体制の在り方に関する指針」（令和５年３月 30日）に基づくセルフチェックリスト）（以下「セルフチェ

ックリスト」という。） 

（２）その他知事が必要と認める書類   

３ 原則として、事業計画書の提出は一団体につき、一大会のみとする。ただし、同時期に開催するなど、複数

の大会を一体のものとして開催する場合は一大会とみなし、提出することができるものとする。 

 

（支援大会の内定通知） 

第７条 知事は、前条の事業計画書等を受理した場合、その内容を審査し、支援すべき大規模スポーツ大会

と認めたときは、予算の範囲内においてその金額を内定し、府の支援を受けようとする当該団体に対し、

通知するものとする。 

２ 知事は、前項の支援すべき大規模スポーツ大会と認めるにあたっては、あらかじめ別途定める協議会の

意見を聴いて決定するものとする。 

 

(支援の申請)  

第８条 前条の規定により内定通知を受けた団体は、大規模スポーツ大会開催支援事業申請書（様式第２



号）並びに要件確認申立書及び暴力団等審査情報（様式第３号）を所定の期日までに知事に提出しな

ければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

    (１)大会開催に関する書類（国際競技連盟からの開催地決定通知等） 

    (２)その他知事が必要と認める書類 

 

（共催協定の締結） 

第９条 支援大会として選定された各団体又は大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立さ

れた法人（以下「被支援団体」という。）は、大会の開催に向けて府と相互に協力して取り組むことについ

て、府と共催協定を締結する。  

２ 前項の場合において、府は、必要に応じて、被支援団体に対し追加書類の提出を求めることができる。  

 

(分担金の減額）  

第１０条 知事は、第５条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合は、分

担金の全部又は一部を減額することができる。  

  (1)被支援団体が、事業計画書に記載する事項のうち全部又は一部を実施しなかったとき。 

  (2)被支援団体が、前条に基づく協定に反して事務を処理したとき。  

 

(経理） 

第１１条 支援大会の経理は、事業収支計画書等に基づき、被支援団体が行う。  

２ 府の分担金は、公正、公平、効率的に執行すること。  

３ 被支援団体は、府分担金取扱責任者を設置し、大規模スポーツ大会開催支援事業府分担金取扱責任

者設置届出書（様式第４号）により府に報告する。 

４ 府分担金の管理に当たっては、口座管理による振込払を原則とする。  

５ 被支援団体は、支援大会の経費と他の経費とを区分して処理する。  

６ 知事は、前項に定める支援大会の経費について、被支援団体に対して随時、帳簿等の閲覧を求めること

ができる。 

７ 被支援団体は、帳簿その他の関係書類を支援大会の実施期間の属する府の会計年度終了後、１０年間

保存しなければならない。 

 

(実績報告）  

第１２条 被支援団体は、大会が終了したとき（中止の承認を受けたときを含む。）は、原則として、その日か

ら起算して６０日を経過した日又は協定を締結した会計年度の翌会計年度の４月１０日のいずれか早い

日までに、実績報告書、決算内訳書及びその他府が必要と認めた書類を様式第５号により府に提出する。 

 

(解除及び府補助金等申請の一時停止）  

第１３条 知事は、被支援団体が支援大会の開催に当たり、正当な理由なく、第３条（カ）及び(キ)に規定す

る事項を実施しなかったとき、又は、被支援団体及び支援大会を主催又は公認等する国際競技連盟（ア

ジア競技連盟等の地域の統括団体を含む。）等の事業運営において、著しく適正を欠く行為があったとき

は、第９条に基づく協定を締結しないこと又は解除することができる。  

２ 前項の規定に基づき、知事が協定を締結しないこと又は解除したことにより被支援団体に損害が生じて

も、府は、その賠償の責めを負わない。  

３ 第１項の規定は、第１４条第１項に規定による支払うべき分担金の額の確定があった後においても適用

があるものとする。  

４ 知事は、第１項に基づき協定を締結しないこと又は解除したときは、当該処分を行った年度の翌年度から



５年間は、当事業及び大阪府大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業補助金の支援対象者から除

外することができる。  

 

(分担金の支払）  

第１４条 知事は、第１２条の規定による書類の提出を受けた場合において、その内容を精査し適正と認めた

ときは、分担金の額を確定し被支援団体に通知する。  

２ 知事は、前項に定める精査において、支援大会の準備、運営に係る手続等について、被支援団体に説明

を求めることができる。  

３ 被支援団体は、第１項で確定した分担金の額を記載した請求書（様式第６号）を知事へ提出しなければ

ならない。 

 

(分担金の返還）  

第１５条 知事は、次の各号のいずれかに該当した場合は、期日を定めて分担金の一部又は全部の返還を

命じる。  

 (1) 知事が第１０条の規定により分担金を減額した場合において、既に被支援団体にその額を超える分

担金が支出されているとき。  

  (2) 知事が第１３条の規定により協定を解除した場合において、既に被支援団体に分担金が支出されて

いるとき。 

 

(違約加算金又は延滞金）  

第１６条 知事が前条の規定により被支援団体に分担金の返還を命じた場合（ただし、同条第１号の規定に

よる場合は、被支援団体の責めによらずに第１０条第１号に該当した場合を除く。）においては、府は被支

援団体にその命令に係る分担金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該分担金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年 10.95パーセント

の割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付させることができる。  

２ 知事が被支援団体に対し、前条第１号又は第２号の規定により分担金の返還を命じた場合において、被

支援団体がこれを期日までに納付しなかったときは、被支援団体は当該期日の翌日から納付の日までの

日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満の場合を

除く。）を納付するものとする。  

 

(延滞金及び違約加算金の計算）  

第１７条 知事が前条第１項の規定により被支援団体に違約加算金の納付を命じた場合において、被支援

団体の納付した金額が返還を命じた分担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じ

た分担金の額に充てるものとする。  

２ 知事が前条第２項の規定により被支援団体に延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた分担

金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基

礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。  

 

(安全確保）  

第１８条 支援大会の開催時に、被支援団体は、その運営に関し、参加者等の安全確保に十分配慮するもの

とし、万一事故等が発生したときは、自らの責任において対応するものとする。  

 

(個人情報の取扱い）  

第１９条 府及び被支援団体が、各々の業務により取得した個人情報（以下「取得個人情報」という。）は、

各々が保有する個人情報とする。  



２ 府及び被支援団体は、各々が保有する取得個人情報を、相互に共同して利用する。この場合において、

府及び被支援団体は、取得個人情報を共同して利用すること、利用する目的及び共同して利用する項目

及び当該個人情報の管理に係る責任を有する者について、あらかじめ本人(当該個人情報によって識別

される特定の個人をいう。)が知ることができるよう措置を講ずる。  

３ 府及び被支援団体は、各々が保有する取得個人情報及び前項の規定により共同して利用する取得個人

情報の取扱いについて、関連法令等を遵守し、適正に管理を行う。  

４ 府又は被支援団体の故意又は過失により事故が生じた場合は、各々の責任及び費用負担によりこれを

解決する。  

５ 府又は被支援団体の一方が、他方の保有する取得個人情報の取扱いについて、第三者に委託を行う場

合は、当該委託を受ける者及びその者における当該個人情報の取扱いに係る管理状況について、他方に

文書で報告する。  

６ 府及び被支援団体は、支援事業が終了したときは、各々が保有する取得個人情報について、法令等にあ

らかじめ定められた保存年限に従い保管した後、適正に破棄する。  

 

(状況報告）  

第２０条 知事は、支援大会の円滑適正な遂行を図るため、必要があると認めるときは、その遂行状況に関し、

被支援団体に対し報告させるものとする。  

 

(申請内容の変更・取下げ）  

第２１条 被支援団体は申請内容に変更が生じたときは、速やかに大規模スポーツ大会開催支援事業変更

承認申請書（様式第７号）を知事に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、

報告をもって代えることができる。  

２ 被支援団体は、第７条第１項の規定による通知を受けた日から起算して１０日以内に限り当該申請を取

り下げることができる。 

３ 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。 

 

(支援大会の全部又は一部の中止）  

第２２条 被支援団体は、支援大会の全部又は一部を実施しなかった場合、あらかじめ大規模スポーツ大会

開催支援事業中止承認申請書（様式第８号）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 被支援団体は、天変地異や不測の事故等、自らの責めによらない事由により、支援大会の全部又は一部

を中止する場合、事前に府と協議した上で、前項の規定により、承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前２項の規定による申請を受けた場合、承認通知書により、当該申請団体に通知する。 

４ 被支援団体の責めにより、支援大会の全部又は一部を実施しなかった場合、未実施になったことに伴う

経費一切は支援の対象外とする。 

 

(大阪府名義の使用）  

第２３条 被支援団体は、府の名義を使用して印刷物等を作成する場合には、事前に原稿を府に提出し、そ

の承認を得るものとする。 被支援団体は、協賛者等が府の名義を使用して印刷物等を作成する場合に

も、同様の措置を行うものとする。  

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う分担金の返還）  

第２４条 被支援団体は、支援事業終了後に消費税及び地方消費税の申告により支援大会に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したときには、様式第９号により速やかに知事に報告しなけれ

ばならない。  

なお、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一



部を返還させることがある。  

 

(その他)  

第２５条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。  

 

 

 

附 則  

 

この要綱は、令和８年３月２６日から施行する。 


